
証券コード 8138
2021年６月４日

株 主 各 位
大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番８号

代表取締役
社 長 小 川 和 夫

第95期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第95期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげ

ます。

なお、本年の株主総会につきましては、新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、株主

総会当日のご来場を見合わせ、書面により議決権を行使いただくことを強くご推奨申し

あげます。

書面による議決権の事前行使にあたりましては、お手数ながら後記の株主総会参考書

類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年６月24日

（木曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2021年６月25日(金曜日) 午前10時

2. 場 所 大阪市中央区安土町三丁目１番３号

ヴィアーレ大阪 ２階「エメラルドルーム」

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項 1.第95期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人

及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第95期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以上
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申しあげます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「会社の体制及び方針」ならび

に連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」及び計算書類の「株主資

本等変動計算書」、「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づ

き、当社ウェブサイト（https://www.sankyokasei-corp.co.jp/）に掲載しておりますの

で、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類を修正する必要が生じた場合

は、修正後の事項を上記の当社ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。

◎決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、上記の当社ウェブサイ

トに掲載させていただきますので了承ください。

【新型コロナウイルス感染症への対応について】

・本定時株主総会の会場は、予定しております会場の封鎖等により、変更することがあり

ます。変更の場合は、上記の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

・本定時株主総会にご出席される株主様には、マスクの着用をお願いするほか、非接触型

体温計による体温測定をさせていただき、体温が高いまたは体調不良と見受けられた場

合、ご出席をお断りすることとなります。

・会場の座席間隔を広げるため、十分な座席数を確保できず、ご入場いただけない場合が

あります。

・開催時間の短縮化を図るため、報告事項及び決議事項の説明を簡略化させていただくと

ともに、円滑な議事進行に努めてまいります。

※本定時株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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(添付書類)

事 業 報 告

（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）

　
1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスのパンデミックが
全世界の社会経済活動に大幅な縮小をもたらし、わが国においても2020年４月に
緊急事態宣言が出され、その後、感染の拡大と鎮静化を繰り返すなか、景気下支
えのため政府及び地方からの金融支援と大型財政出動が実施されました。また年
度の後半は、中国及び米国の景気回復基調により、製造業に好調もしくは持ち直
しが見られた業種もありましたが、通期では輸出、内需ともに大幅減で推移しま
した。
このような状況の下、当社グループは、役職員のコロナウイルス感染防止対策

を実施する一方、国内外の新たな機能性商材の取引拡大に努めて減収幅の抑制を
図るとともに、経費節減により収益の確保に努めました。
これらの結果、売上高は216億１千３百万円（前年同期比11.3％減）と大幅な

減収となりましたが、他方で販売費及び一般管理費が前年同期比8.5％減少した
ため、営業利益は５千８百万円（前年同期比0.3％減）の微減益にとどまり、経
常利益は１億８千３百万円（前年同期比9.9％増）と増益になりました。
親会社株主に帰属する当期純利益は７千６百万円（前年同期比958.9％増）で、

当期の特別損益は３千６百万円の赤字ながら前年同期からは２千万円改善したほ
か、また繰延税金負債の減少により法人税等が前年同期より３千１百万円減少し
たことも加わり、前年同期からの増益幅は経常利益を上回る結果となりました。
事業セグメント別の概況は次のとおりであります。
コロナ禍の影響による減収は、当社事業グループ全般に及びました。中でも大

きな影響を受けた主な事業分野は、各種インフラ工事の進捗が遅れた土木関連、
インバウンドを含め大幅需要減となった化粧品用途の薬剤等の化学工業関連分野
及び住宅着工戸数が減少した建装材事業セグメントであります。

［科学事業］
＜土木・建材資材関連分野＞
土木関連分野では、舗装道路用及び大型コンクリート構造物用添加剤の増量

がありましたが、全国的な道路工事物件の減少及び一部停止により地盤改良用
セメント添加薬剤他が減少し、減収となりました。
建材資材関連分野では、発泡断熱システム用薬剤の伸長はあったものの、住

宅着工戸数減少に伴い、建材ボード用工程薬剤、内装用化粧材、壁紙用フィル
ム及び塗料関連薬剤が減少したため、大幅な減収となりました。
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＜情報・輸送機器関連分野＞
情報関連分野では、ディスプレイ用機能性フィルム関連薬剤やリチウムイオ

ン電池用途関連材料と電子部品用精密洗浄剤は堅調に推移しましたが、車載用
電装部材の一部が終息したことにより減収となりました。
輸送機器関連分野では、免振装置用シートは伸長したものの、商業車、二輪

車関連成形樹脂及び車載用電装部材が減少し、大幅な減収となりました。
＜日用品関連分野＞
日用品関連分野では、清掃用品材料の取引拡大はありましたが、化粧品関連

薬剤及び製靴用関連商材が減少し、減収となりました。
フィルム関連分野では、コロナ禍による巣ごもり需要の増加により生鮮野

菜、チルド食品及び冷凍食品包装フィルム製品が伸長し、増収となりました。
＜化学工業関連分野＞
繊維関連分野では、繊維の国内加工縮小が続くなか衣料用の染料及び染色助

剤の減少により減収となりました。
化学工業関連分野では、機能性無機フィラーや電子部品関連部材の精密洗浄

剤等は伸長しましたが、化粧品関連材料が大幅に減少したほか、輸入基礎化学
品の価格競争激化等もあり同分野全体では大幅な減収となりました。
これらの結果、科学事業セグメントの売上高は178億５百万円（前年同期比

11.1％減）と減収ながら、営業利益は２億９千４百万円（前年同期比2.5％増）
と微増益となりました。

〔建装材事業〕
コロナ禍を受けて、住宅展示場等の各種イベント開催自粛や集客人数の抑制

等により新規住宅着工戸数が減少し、造作部材、樹脂製品、建具のほか、キッ
チン関連商品も大幅な販売減となりました。
これらの結果、建装材事業セグメントの売上高は38億７百万円（前年同期比

12.0％減）と減収となり、営業損失は５千４百万円（前年同期は営業損失３千
万円）と前年同期よりも赤字幅が拡大しました。
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(2) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は218,661千円であり、その主なも
のは、キョーワ株式会社の受変電設備等の更新工事であります。

(3) 対処すべき課題

世界経済は、新型コロナウイルス感染対策と経済活動の両立に向け、各国にお
けるワクチン接種の進展、景気対策及び財政政策の後押しにより、緩やかな回復
基調を辿るものと予想されます。わが国においては、製造業の一部で持ち直しま
たは好調な業種もある反面、他の先進諸国と比べるとワクチン接種の出遅れもあ
って先行きの不透明感が強く、本格的な景気回復には今しばらく時間を要するも
のと考えております。
このような環境下において、当社グループは、引き続き役職員の感染防止に留

意しつつ、国内事業では、国内外の状況変化に迅速に対応し、取引先との緊密な
連携のもと新たな機能性商材の取引拡大に注力し、売上の早期挽回と今後の更な
る業容拡大を図ります。
また、海外事業では、従来からの４拠点（香港、上海、タイ、シンガポール）

との連携による輸出入及び海外進出企業との取引拡大に加えて、2018年８月タイ
に設立したSY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.（資本金88,800千タイバーツ、当社
出資比率90％）は、合弁パートナーの山川モールディング株式会社との一致協力
のもと、収益基盤の確立に努め、タイ及びその周辺諸国に進出する日本企業との
取引拡大に繋げていく所存です。
業務改善活動では、ISO9001・14001及び事業継続マネジメントシステム

（BCMS）による体質強化活動を引き続き推進します。また、ICTの活用等を通じて
多様な働き方を推進し、業務効率の改善と事業の持続性の向上を図ってまいりま
す。
コロナ後の更なる飛躍を目指し、グループ一丸となってこれらの課題に取り組

み、企業価値の向上に努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう

お願い申しあげます。
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(4) 財産及び損益の状況の推移

区分 第92期
2018年３月期

第93期
2019年３月期

第94期
2020年３月期

第95期
2021年３月期

(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 22,656 23,826 24,356 21,613

経 常 利 益 (百万円) 335 351 167 183

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 275 340 7 76

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 212.84 262.55 5.43 57.23

総 資 産 (百万円) 17,380 17,743 15,867 15,469

純 資 産 (百万円) 9,697 9,776 9,539 9,503

(注)１株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算
出しております。

　
(5) 重要な子会社の状況（2021年３月31日現在）

会社名 所在地 資本金
当 社 の
議決権比率

主要な事業内容

大同工業株式会社 三 重 県
千円

10,000 100.0％ 住宅用部材の保管・仕分梱包・出荷

キョーワ株式会社 島 根 県
千円

33,150 100.0％ 各種木工製品の製造販売

産京貿易（上海）有限公司 中国上海市
千円

170,000 100.0％ 商品の仕入・販売

SANKYO KASEI SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール
千シンガポールドル

350 100.0％ 商品の仕入・販売

SANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD. タイ王国バンコク都
千タイバーツ

20,000 100.0％ 商品の仕入・販売

SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD. タイ王国サムットプラカーン県
千タイバーツ

88,800 90.0％ 工業用ゴム製品の製造販売

　
(6) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

事業区分 主要な事業内容

科学事業
土木・建材資材関連、情報・輸送機器関連、日用品関連及び化学
工業関連の各分野における原料・資材となる商品の販売

建装材事業 住宅用部材の販売及び各種木工製品の製造販売
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(7) 主要な事業所（2021年３月31日現在）

名称 所在地 名称 所在地

本社・大阪支社 大 阪 府 名 古 屋 支 店 愛 知 県

東 京 支 社 東 京 都 山 陽 営 業 所 岡 山 県

浜 松 支 店 静 岡 県 九 州 営 業 所 福 岡 県

　
(8) 従業員の状況（2021年３月31日現在）

従業員数 前連結会計年度末比増減

172名 ４名減

(注)上記従業員数には、使用人兼務取締役、出向者及び臨時従業員は含ん
でおりません。

　
2. 会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 5,185,000株

(2) 発行済株式の総数 1,560,000株（自己株式225,228株を含む。)

(3) 株主数 1,663名

(4) 大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率

BLACK CLOVER LIMITED 207千株 15.55％

有 限 会 社 新 光 企 画 142 10.69

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 63 4.72

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 43 3.22

三 京 化 成 従 業 員 持 株 会 38 2.90

花 王 株 式 会 社 35 2.63

グ ン ゼ 株 式 会 社 34 2.60

小 川 和 夫 30 2.27

ナ カ バ ヤ シ 株 式 会 社 27 2.03

小 川 和 浩 25 1.90

(注)当社は自己株式225,228株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2021年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 小 川 和 夫

営業本部長
大同工業株式会社代表取締役社長
SANKYO KASEI SINGAPORE PTE.LTD.
取締役社長
SANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD.
取締役社長
SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.
取締役

常 務 取 締 役 大 林 和 幸
建装材事業部長
産京貿易（上海）有限公司董事長

取 締 役 大 槻 一 博 管理部長

取 締 役 吉 田 充 東京支社長兼ＳＢ事業部長

取 締 役 小 林 達 司 大阪支社長

取 締 役
（常勤監査等委員）

尾 﨑 寛 三

取 締 役
（監 査 等 委 員）

北 嶋 紀 子
弁護士
フェニックス法律事務所共同代表
ダイトロン株式会社社外監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員）

岡 健 治 税理士

取 締 役
（監 査 等 委 員）

中 田 英 里 公認会計士

(注)1.取締役（監査等委員）北嶋紀子、岡健治、中田英里の各氏は、社外取締役でありま
す。

2.取締役小林達司氏は、2020年６月25日開催の第94期定時株主総会において新たに取
締役に選任され、就任いたしました。

3.取締役小野敏夫氏は、2020年６月25日開催の第94期定時株主総会終結の時をもって
退任いたしました。

4.取締役（監査等委員）岡健治、中田英里の両氏は、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。

5.取締役（監査等委員）北嶋紀子、岡健治、中田英里の各氏は、東京証券取引所の定
めに基づき届け出ている独立役員であります。

6.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、尾﨑寛三氏
を常勤の監査等委員として選定しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役全員との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する
契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額
としております。
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(3) 取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、独立社外取締役の助
言を得たうえで、取締役会で決議しております。当該方針の内容は以下のとおり
であります。

a.基本方針
取締役の報酬はすべて金銭報酬とし、月額報酬、賞与及び退職慰労金で構成

する。月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社
水準等を考慮して決定する。賞与は、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮し
て決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給
する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う
役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。

b.個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決
定に関する方針を含む。）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月額報酬は、役位、職責、職

務遂行度及び同業他社水準を考慮したうえで、原則として年１回見直し決定す
る。賞与は、毎年１回一定の時期に業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して
決定する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職時に
支給する。

c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月額報酬及び賞与は、株主総

会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締
役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議す
る。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを
株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会
の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定
する。

上記c.の手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取
締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年６月26日であ
り、決議の内容は取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額１
億4,400万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査等委員である取締
役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。当該定時株主総会終結
時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は５名、監査等委員で
ある取締役の員数は４名であります。

― 9 ―

2021年05月20日 17時07分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



③取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 退職慰労金

取締役(監査等委員
を除く。)

94,235 78,688 15,547 ６

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

17,446
(6,075)

17,446
(6,075)

―
４
(３)

(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.基本報酬には、取締役６名に対する当事業年度に係る役員賞与18,900千円が含まれ
ております。

3.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。

(4) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役北嶋紀子氏の兼職先であるフェニックス法律事務所及びダイトロン
株式会社と当社との間には特別な関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取締役
（監査等委員）

北嶋紀子

当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、また
当事業年度開催の監査等委員会12回全てに出席し、弁護士
としての高度な専門知識と幅広い知見を生かし、議案審議
等に有用な発言を積極的に行っております。また、社外取
締役として客観的かつ公平な立場から必要な発言を適宜行
い、経営の監督機能を果たしております。

取締役
（監査等委員）

岡 健治

当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、ま
た、当事業年度開催の監査等委員会12回全てに出席し、税
理士として培ってきた豊富な経験をもとに、議案審議等に
有用な発言を積極的に行っております。また、社外取締役
として客観的かつ公平な立場から必要な発言を適宜行い、
経営の監督機能を果たしております。

取締役
（監査等委員）

中田英里

当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、また
当事業年度開催の監査等委員会12回全てに出席し、公認会
計士としての高度な専門知識と幅広い知見を生かし、議案
審議等に有用な発言を積極的に行っております。また、社
外取締役として客観的かつ公平な立場から必要な発言を適
宜行い、経営の監督機能を果たしております。
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4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 ひびき監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,100千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

16,100千円

(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できな
いことから、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

2.会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、前事業年度の会計監査人監査の遂行状況、当事業年度の監査計

画及び報酬見積りの相当性を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品
質を維持・向上していくために合理的な水準であると判断し、同意しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、
取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることと
いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解
任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に
招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。

5. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を第一として、安定的な配当の維持を基本とし
つつ、企業体質・財務体質の強化ならびに業容拡大に備えるため、内部留保の充実
などを総合的に勘案して、配当を決定する方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針として、株主

の皆様への利益還元を行ってまいる所存であります。
また、定款に、会社法第459条第１項各号の規定に基づき、法令に別段の定めの

ある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定めておりま
す。
当事業年度の配当につきましては、１株当たり85円（うち中間配当金42円50銭）

としております。
内部留保資金については、企業価値向上に向けた投資資金としての確保と将来の

事業展開に備えた経営基盤の強化に使用してまいる所存であります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(備考) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、また千株単位で表示した

株式数は千株未満の端数を切り捨て、その他は四捨五入により表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2021年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 9,045,539 流 動 負 債 4,955,151

現 金 及 び 預 金 1,691,584 買 掛 金 3,333,699

受取手形及び売掛金 5,491,858 電 子 記 録 債 務 1,181,518

電 子 記 録 債 権 1,213,461 1年内返済予定の長期借入金 28,166

商 品 及 び 製 品 543,099 未 払 法 人 税 等 68,871

仕 掛 品 18,797 賞 与 引 当 金 56,750

原材料及び貯蔵品 40,232 役員賞与引当金 18,900

そ の 他 46,704 そ の 他 267,246

貸 倒 引 当 金 △198 固 定 負 債 1,011,734

長 期 借 入 金 57,277

リ ー ス 債 務 17,957

役員退職慰労引当金 277,998

退職給付に係る負債 57,649

繰 延 税 金 負 債 467,192

固 定 資 産 6,424,399 再評価に係る繰延税金負債 97,857

有 形 固 定 資 産 2,027,068 そ の 他 35,802

建物及び構築物 912,799 負 債 合 計 5,966,885

機械装置及び運搬具 188,288 (純 資 産 の 部)

土 地 782,482 株 主 資 本 8,073,275

リ ー ス 資 産 13,340 資 本 金 1,716,600

建 設 仮 勘 定 102,839 資 本 剰 余 金 1,456,843

そ の 他 27,318 利 益 剰 余 金 5,357,726

無 形 固 定 資 産 102,158 自 己 株 式 △457,894

投資その他の資産 4,295,172 その他の包括利益累計額 1,413,006

投 資 有 価 証 券 4,083,586 その他有価証券評価差額金 1,375,056

関 係 会 社 株 式 71,930 土地再評価差額金 32,572

繰 延 税 金 資 産 5,788 為替換算調整勘定 5,377

そ の 他 135,018 非 支 配 株 主 持 分 16,771

貸 倒 引 当 金 △1,151 純 資 産 合 計 9,503,053

資 産 合 計 15,469,938 負債及び純資産合計 15,469,938
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連 結 損 益 計 算 書
(2020年４月１日から2021年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 21,613,068

売 上 原 価 19,579,785

売 上 総 利 益 2,033,283

販売費及び一般管理費 1,974,361

営 業 利 益 58,921

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 93,067

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 7,608

仕 入 割 引 3,168

雑 収 入 35,271 139,115

営 業 外 費 用

支 払 利 息 510

売 上 割 引 3,177

為 替 差 損 663

雑 損 失 10,154 14,505

経 常 利 益 183,531

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 36,950

投 資 有 価 証 券 償 還 益 11,819 48,769

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 25,461

固 定 資 産 除 却 損 550

退 職 給 付 制 度 改 定 損 59,153 85,165

税金等調整前当期純利益 147,136

法人税、住民税及び事業税 120,955

法 人 税 等 調 整 額 △43,604 77,351

当 期 純 利 益 69,784

非支配株主に帰属する当期純損失 6,607

親会社株主に帰属する当期純利益 76,392

― 13 ―

2021年05月20日 17時07分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



貸 借 対 照 表
(2021年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 8,593,824 流 動 負 債 4,894,042

現 金 及 び 預 金 1,254,957 電 子 記 録 債 務 1,181,518

受 取 手 形 898,584 買 掛 金 3,304,495

電 子 記 録 債 権 1,208,997 未 払 法 人 税 等 64,627

売 掛 金 4,518,949 賞 与 引 当 金 55,606

商 品 485,831 役員賞与引当金 18,900

前 払 金 18,057 リ ー ス 債 務 47,875

関係会社短期貸付金 197,832 そ の 他 221,020

そ の 他 10,814 固 定 負 債 874,212

貸 倒 引 当 金 △198 長期預り保証金 2,479

退職給付引当金 53,682

役員退職慰労引当金 277,998

繰 延 税 金 負 債 434,079

再評価に係る繰延税金負債 97,857

リ ー ス 債 務 8,114

負 債 合 計 5,768,254

固 定 資 産 6,662,915 (純 資 産 の 部)

有 形 固 定 資 産 1,464,330 株 主 資 本 8,080,764

建 物 838,773 資 本 金 1,716,600

構 築 物 13,171 資 本 剰 余 金 1,456,843

機 械 及 び 装 置 106,151 資 本 準 備 金 1,433,596

工具、器具及び備品 22,012 その他資本剰余金 23,247

土 地 475,482 利 益 剰 余 金 5,365,215

リ ー ス 資 産 8,739 利 益 準 備 金 298,619

無 形 固 定 資 産 88,109 その他利益剰余金 5,066,595

リ ー ス 資 産 63,833 特別償却準備金 1,572

そ の 他 24,275 別 途 積 立 金 4,705,500

投資その他の資産 5,110,475 繰越利益剰余金 359,522

投 資 有 価 証 券 4,082,239 自 己 株 式 △457,894

関 係 会 社 株 式 572,067 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,407,721

関係会社長期貸付金 712,388 その他有価証券評価差額金 1,375,149

そ の 他 125,446 土地再評価差額金 32,572

貸 倒 引 当 金 △381,665 純 資 産 合 計 9,488,486

資 産 合 計 15,256,740 負債及び純資産合計 15,256,740
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損 益 計 算 書
(2020年４月１日から2021年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 20,458,501

売 上 原 価 18,565,932

売 上 総 利 益 1,892,569

販売費及び一般管理費 1,704,846

営 業 利 益 187,722

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 96,543

仕 入 割 引 3,168

雑 収 入 46,696 146,408

営 業 外 費 用

支 払 利 息 986

売 上 割 引 3,177

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 66,696

雑 損 失 28,950 99,810

経 常 利 益 234,320

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 77

投 資 有 価 証 券 売 却 益 36,950

投 資 有 価 証 券 償 還 益 11,819 48,847

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 25,461

固 定 資 産 除 却 損 550

退 職 給 付 制 度 改 定 損 59,153 85,165

税 引 前 当 期 純 利 益 198,002

法人税、住民税及び事業税 117,478

法 人 税 等 調 整 額 △40,749 76,728

当 期 純 利 益 121,273
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2021年５月19日

三 京 化 成 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

ひ び き 監 査 法 人

大阪事務所

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 道 幸 靜 児 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 林 直 也 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三京化成株式会社の2020年４月１日か

ら2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、三京化成株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び
連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計
算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、
構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び
実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2021年５月19日

三 京 化 成 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

ひ び き 監 査 法 人

大阪事務所

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 道 幸 靜 児 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 林 直 也 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三京化成株式会社の2020年４月

１日から2021年３月31日までの第95期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第95期事業年度の取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま

す。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況につ

いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に

応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお

いて業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び

監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま

した。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取

組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討

を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて

説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規

則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共

同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月25日

三京化成株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 尾 﨑 寛 三 ㊞

監査等委員 北 嶋 紀 子 ㊞

監査等委員 岡 健 治 ㊞

監査等委員 中 田 英 里 ㊞

(注) 監査等委員北嶋紀子、岡健治及び中田英里は、会社法第２条第15号及び第331条第

６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名全員は、本定時株主総会終結の時を

もって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされ相当であるとの意

見を得ております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

候補者の有する
当社の株式数

１

小
お

川
がわ

和
かず

夫
お

(1954年１月２日生)

再任

1981年４月 当社入社

1986年３月 取締役

1988年６月 常務取締役

1991年６月 取締役副社長

1992年６月 代表取締役社長（現任）

1995年５月 営業本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
大同工業株式会社 代表取締役社長
SANKYO KASEI SINGAPORE PTE. LTD. 取締役社長
SANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD. 取締役社長
SY RUBBER (THAILAND) CO.,LTD. 取締役

30,332株

(候補者とした理由)

中国のほか東南アジア３カ国（香港・シンガポール・タイ）に営業拠点を設立し、
営業基盤の拡大・整備を図る一方、新規事業(製造事業を含む)開発にも取り組み、
事業領域の拡大を推進するなど、経営者としての豊富な経験と実績を有しておりま
す。経営の重要事項の決定、取締役の業務執行の監督を公正・的確に遂行しており、
引き続き取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待できるため、取締役候
補者といたしました。

２

大
おお

林
ばやし

和
かず

幸
ゆき

(1958年１月20日生)

再任

1980年４月 当社入社

2009年４月 建装材事業部営業次長

2011年２月 建装材事業部長

2012年６月 取締役建装材事業部長

2016年４月 取締役兼キョーワ株式会社代表取締役

2017年10月 取締役大阪支社長

2020年６月 常務取締役建装材事業部長（現任）

（重要な兼職の状況）
産京貿易（上海）有限公司 董事長

2,000株

(候補者とした理由)

豊富な営業業務経験から当社事業の各分野に精通しており、現在、経営全般におい
て社長を補佐し、建装材事業及び海外事業の統括責任者として経営に携わっており
ます。経営の重要事項の決定、取締役の業務執行の監督を公正・的確に遂行してお
り、引き続き取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待できるため、取締
役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

候補者の有する
当社の株式数

３

大
おお

槻
つき

一
かず

博
ひろ

(1954年５月23日生)

再任

1977年３月 グンゼ株式会社入社

2010年８月 同社エンプラ事業部管理課長

2015年６月 当社入社 顧問

常勤監査役

2018年６月 取締役管理部長（現任）

1,100株

(候補者とした理由)

経理、財務、法務、人事等の管理業務全般に通じており、現在は当社管理部長を務
めております。経営の重要事項の決定、取締役の業務執行の監督の公正・的確な遂
行を通じて、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化が期待できるため、取締役
候補者といたしました。

４

吉
よし

田
だ

充
みつる

(1961年１月６日生)

再任

1983年４月 当社入社

2010年10月 東京支社営業次長兼営業第二課長

2013年１月 大阪支社営業次長

2015年１月 東京支社営業次長

2017年10月 東京支社長

2018年６月 取締役東京支社長兼ＳＢ事業部長（現任）

800株

(候補者とした理由)

豊富な営業業務経験から当社事業の各分野に精通しており、現在、東京支社及びSB
事業部における統括責任者として職務を遂行しております。経営の重要事項の決定、
取締役の業務執行の監督の公正・的確な遂行を通じて、取締役会の意思決定機能及
び監督機能の強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。

５

小
こ

林
ばやし

達
たつ

司
じ

(1970年９月21日生)

再任

1994年４月 当社入社

2014年４月 山陽営業所所長

2015年10月 名古屋支店支店長代理

2019年４月 名古屋支店支店長

2020年６月 取締役大阪支社長（現任）

1,300株

(候補者とした理由)

豊富な営業業務経験から当社事業の各分野に精通しており、現在、大阪支社におけ
る統括責任者として職務を遂行しております。経営の重要事項の決定、取締役の業
務執行の監督の公正・的確な遂行を通じて、取締役会の意思決定機能及び監督機能
の強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。

(注)1.各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任及び当該責任の追及に係

る請求による損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該

保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新

を予定しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役４名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了とな

りますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

候補者の有する
当社の株式数

１

尾
お

﨑
ざき

寛
ひろ

三
み

(1958年１月30日生)

再任

1980年４月 当社入社

2001年３月 九州営業所長

2006年10月 大阪支社次長

2010年４月 大阪支社長

2017年10月 管理部部長付

2018年６月 常勤監査役

2019年６月 取締役常勤監査等委員（現任）

900株

(候補者とした理由)

常勤監査役及び監査等委員である取締役としての実績に加えて、当社事業の幅広い
分野に精通しているとともに、長年にわたる基幹営業部門の責任者としての経験を
有し、管理業務にも通じていることから、監査等委員である取締役としての職務を
適切に遂行し、取締役会の監督機能の強化が期待できるため、候補者としました。

２

北
きた

嶋
じま

紀
のり

子
こ

(1974年10月25日生)

再任 社外

2000年10月 弁護士登録（現任）

井上隆彦法律事務所入所

2003年２月 フェニックス法律事務所入所

2012年１月 同法律事務所共同代表就任（現任）

2015年６月 当社社外取締役

2019年６月 当社社外取締役監査等委員（現任）

（重要な兼職の状況）

フェニックス法律事務所 共同代表

ダイトロン株式会社 社外監査役

0株

(候補者とした理由及び期待される役割の概要)

弁護士としての高度な専門知識を有し、これまで当社の社外取締役として経営に対
し適切な助言、提言を願ってきた実績を踏まえ、監査等委員である社外取締役とし
ての職務を適切に遂行し、取締役会の監督機能の強化が期待できるため、候補者と
しました。
なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

候補者の有する
当社の株式数

３

岡
おか

健
けん

治
じ

(1961年２月27日生)

再任 社外

1990年２月 税理士登録（現任）

1990年３月 岡会計事務所開設

2015年６月 当社社外監査役

2019年６月 当社社外取締役監査等委員（現任）

0株

(候補者とした理由及び期待される役割の概要)

税理士として培われた豊富な経験と高度な専門知識を有し、これまで当社の社外監
査役及び監査等委員である社外取締役として適切な助言、提言を願ってきた実績を
踏まえ、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行し、取締役会の監
督機能の強化が期待できるため、候補者としました。
なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

４

中
なか

田
だ

英
え

里
り

(1973年１月20日生)

再任 社外

1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監
査法人トーマツ）入所

1998年４月 公認会計士登録（現任）

2016年３月 中田英里公認会計士事務所開設

2018年６月 当社社外取締役

2019年６月 当社社外取締役監査等委員（現任）

0株

(候補者とした理由及び期待される役割の概要)

公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有し、これまで当社の社外取締役
として経営に対して適切な助言、提言を願ってきた実績を踏まえ、監査等委員であ
る社外取締役としての職務を適切に遂行し、取締役会の監督機能の強化が期待でき
るため、候補者としました。
なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

(注)1.各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2.北嶋紀子、岡健治及び中田英里の各氏は社外取締役候補者であります。

3.北嶋紀子氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって６年、

うち監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年

であります。

4.岡健治氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時

をもって２年となります。

5.中田英里氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって３年、

うち監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年

であります。

6.当社は、北嶋紀子氏、岡健治氏及び中田英里氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を

限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額と

しております。なお、各氏が原案どおり再任された場合には当該契約を継続する予定であ

ります。

7.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任及び当該責任の追及に係

る請求による損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該

保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新

を予定しております。
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8.当社は、北嶋紀子氏、岡健治氏及び中田英里氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として同取引所に届け出ており、各氏が原案どおり再任された場合、引き続き独

立役員になる予定であります。

以 上
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（ＭＥＭＯ）
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会場:ヴィアーレ大阪

本 町 通

株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市中央区安土町三丁目１番３号

　 ヴィアーレ大阪 ２階「エメラルドルーム」

　 電話(06)4705－2411

　 ◎ 地下鉄御堂筋線 本町駅③番出口から徒歩３分

　 ◎ 地下鉄堺筋線 堺筋本町駅⑰番出口から徒歩５分

（お願い）駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮

　 くださいますようお願い申しあげます。
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